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 1 ダイジェスト版（１）① 社会保険制度 紙上 Live 講義 

【社会保険制度】 

本講義は、日本年金機構等で一般的に配布してい

るパンフレットについて、窓口で来訪者に最低限の

案内を行うために必要な内容を説明することを目標

としています。このため、本講義では最低限知って

おいていただきたい年金制度の概要について、お話

ししていきます。 

それでは、国民年金の位置付けから見ていくこと

にします。わが国の社会保険の分野には、年金保険、

医療保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保

険等の制度が存在します。国民年金や厚生年金など

の公的年金制度は、そのうちの年金保険の中に位置

付けられています。 

 

 

【公的年金制度の仕組み】 

日本の公的年金制度は、老齢、障害、死亡などの

リスクに備えるための仕組みとなっており、世代を

超えてすべての方を公的年金が支えています。また、

公的年金制度は、国民皆年金という特徴を持ってお

り、20 歳以上の全ての人が共通して加入する国民年

金と、会社員が加入する厚生年金などによる、いわ

ゆる「2 階建て」と呼ばれる構造になっています。 

なお、２階部分のうち共済年金は、平成 27 年 10 月

に厚生年金に一元化されます。 

 

【国民年金の給付の目的】 

すべての国民を対象とする国民年金は、老齢（老

齢基礎年金）、障害（障害基礎年金）、死亡（遺族基

礎年金など）という 3 つの保険事故によって国民生

活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により

防止し、健全な国民生活の維持、向上に寄与するこ

とを目的としています。 

 

 

【国民年金の事務運営の全体像】 

国民年金法の本格的なお話に入る前に、国民年金

事務実施の全体概要をお話しします。 

 国民年金に関する事業は政府が管掌することが法

第 3 条第 1 項で規定されています。政府が管掌する

ということは、政府が国民年金事業の管掌者として、

国民年金事業に関する一切の事務を管理し、実施す

るということです。 

政府管掌年金事業については、厚生労働省の外局

の社会保険庁が実施してきました。平成 19 年の法律

改正により、平成 21 年 12 月末に社会保険庁が廃止

され、すべての権限・事務は、原則として厚生労働

省が行うべきものとされています。 
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（①厚生労働大臣の権限の委任について） 

なお、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長

あるいは地方厚生支局長に委任する旨の規定（法第

109 条の 9）があります。 

（②日本年金機構について)   

また、厚生労働大臣の権限や事務の多くは主に日

本年金機構に委任・委託されており、これらの事項

は法第 109 条の 4 から法第 109 条の 12（法第 109 条

の 5（財務大臣への権限の委任）及び法第 109 条の 9

（地方厚生局長等への権限の委任）を除く）で詳細

に規定されています。 

日本年金機構は、日本年金機構法に基づく、非公

務員型の公法人となっています。日本年金機構は東

京に本部が設置されていて、全国にブロック本部、

事務センター、年金事務所が設置されています。 

地方厚生（支）局、年金事務所、事務センター、

ブロック本部などは、各市町村と協力して、国民年

金の窓口事務を実施することになっています。 

 

 

（③市町村事務について)   

国民年金は国の責任において運用されるべきもの

ですが、国民年金法が事務の一部を市町村が行うこ

ととしているのは、国民年金制度が住民基本台帳や

地方税制度などと密接に関係しており、このような

地域住民を対象とする国民年金の事務が地方公共団

体の事務と密接不可分の関係にあるからです。 

また、地域住民に身近な市町村窓口で各種の手続

や申請を行えることが、被保険者の利便性に繋がる

とされているためです。 

 

 

【市町村：法定受託事務】 

法第 3 条第 3 項では、国民年金の事務の一部は、

政令に定めるところにより市町村長（特別区の区長

を含む）が行うこととされています。 

例えば、基礎年金の受給権裁定請求の受理、その

請求に係る事実についての審査に関する事務、保険

料の免除申請・審査（保険料の免除申請の受理・そ

の申請に係る事実についての審査）などがあります

が、詳しくは図表をご覧ください。これらの事務に

ついては地方自治法では、法定受託事務とされてい

て、地方自治法第 2 条第 9 項第 1 号では、法律また

はこれに基づく政令により都道府県、市町村が処理

することとされる事務のうち、国が本来果たすべき

役割に係るものであって、国においてその適正な処

理を特に確保する必要があるものとして法律または

これに基づく政令に特に定めるもの（第 1 号法定受

託事務）と規定されています。 
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【市町村：協力・連携事務】 

これらの法定受託事務以外にも、国民年金制度の

健全な発展にとって重要であり地域住民の年金権の

確保や市町村における住民サービスの提供という観

点から法定受託事務と整理されていないものについ

ても、協力連携事務として実施していただいている

ところです。 

具体的な内容は図表をご覧いただきたいのですが、

資格取得時等における保険料納付案内、口座振替・

前納の促進事務や相談等、国と市町村との協力・連

携のもとに実施していただいています。なお、協力・

連携に必要な費用については財政措置を行っており、

交付金が市町村に交付されています。 

 

 

【国民年金の被保険者】 

国民年金の被保険者について詳しく見てみましょ

う。国民年金の被保険者は、強制加入被保険者およ

び任意加入被保険者に分かれています。強制加入被

保険者は、職業などにより第 1 号被保険者、第 2 号

被保険者および第 3 号被保険者の 3 種類に分けられ、

それぞれ加入手続や保険料の納付方法が異なります。 

 

 

第 1 号被保険者は、日本国内に住んでいる 20 歳以

上 60 歳未満の自営業者、農林漁業者、アルバイト、

無職の方、厚生年金に加入していない非正規雇用者、

学生などです。第 1 号被保険者は、保険料を自ら納

付する必要があり、日本年金機構から送付される納

付書を使って金融機関やコンビニエンスストアなど

で納めることができます。また、納付のたびに金融

機関等に行く必要がない便利な口座振替やクレジッ

トカードによる納付も可能です。 

 

 

第 2 号被保険者は、厚生年金などに加入している

会社員、公務員などで原則 65 歳未満の方です。厚生

年金などの保険料は給与から天引きされ、事業主を

通じて納められます。第 3 号被保険者は、第 2 号被

保険者に扶養されている 20 歳以上 60 歳未満の配偶

者です。 

これらの第 1 号被保険者、第 2 号被保険者および

第 3 号被保険者を強制加入被保険者といいます。 

なお、加入手続きは、後ほど「国民年金の届出」

の項目でご説明します。 
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強制加入被保険者に該当しない場合であっても、

法律で定めた要件を満たしている方は、任意加入被

保険者として国民年金に加入できます。任意加入被

保険者についての詳細な内容は、基礎編講義の各項

目で取り扱いますが、大きく分けると次の方が国民

年金に任意加入することができます。 

 

 

1 つ目は、日本国内に住所のある 20 歳以上 60 歳未 

満の者で、被用者年金制度から老齢または退職を支

給事由とする年金を受けることのできるものです。 

2 つ目は、日本国内に住所のある 60 歳以上 65 歳未

満の者です。 

3 つ目は、日本国籍を有し海外に居住する 20 歳以

上 65 歳未満の者です。 

 

 

これ以外にも昭和 40 年 4 月 1 日以前の生まれの人

は、65 歳から 70 歳までの間、老齢基礎年金の受給資

格期間を満たすまでは国民年金に任意加入できるこ

とが特例で認められています。 

なお、第 1 号被保険者（任意加入被保険者を含む）

は、国民年金の保険料を直接納めますが、第 2 号被

保険者および第 3 号被保険者は、個別に国民年金の

保険料を納めることはありません。 

 

 

【国民年金の被保険者の具体例】 

それでは、第 1 号被保険者、第 2 号被保険者、第 3

号被保険者の具体的なケースを確認しましょう。 

 

 

ケース 1 の夫が自営業者で妻が扶養されている場

合は、夫は自営業ですので第 1 号被保険者、妻は夫

（第 1 号被保険者）の被扶養配偶者ですが、第 1 号

被保険者となります。 

妻が第 3 号被保険者になるのは、第 2 号被保険者

の被扶養配偶者のときだけです。  

ケース 2は、夫が自営業で妻も自営業の場合です。

どちらも自営業者という場合には、第 1 号被保険者

と第 1 号被保険者という組み合わせになります。 

ケース 3 の夫が自営業者で妻が会社員という場合

は、夫は自営業者なので第 1 号被保険者、妻は会社

員ですから厚生年金保険に加入すれば第 2 号被保険

者となります。 
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ケース 4 の夫が会社員で妻が扶養されている場合

は、夫は会社員ですから厚生年金保険に加入すれば

第 2 号被保険者となります。妻は第 2 号被保険者で

ある夫によって扶養されている被扶養配偶者ですか

ら第 3 号被保険者となります。 

ケース 5の夫が会社員で妻が公務員という場合は、

夫は会社員ですから厚生年金保険に加入すれば第 2

号被保険者です。また、妻は公務員で共済年金の組

合員となり第 2 号被保険者です。 

 

 

【被保険者の資格の取得の時期】 

次に、国民年金の被保険者資格の取得について、

第 1 号被保険者、第 2 号被保険者、第 3 号被保険者

それぞれの場合で見ていきましょう。 

 

 

第 1 号被保険者の資格は、20 歳に達したときに取

得します。20 歳に達したときとは誕生日の前日です。

また、日本国内に住所を有することが要件となりま

すので、日本国内に居住していなかった方が日本国

内に住所を有することになったときも、その日に被

保険者資格を取得します。さらに厚生年金保険や共

済年金といった被用者年金各法の老齢給付等を受け

ることができる者でなくなったときも、その受けら

れなくなった日に被保険者資格を取得します。 

 

 

次に、第 2 号被保険者の資格は、被用者年金各法

の被保険者等になったときに取得します。被用者年

金各法の被保険者等になると同時に国民年金の第 2

号被保険者としての資格を取得することになるわけ

です。 

 

 

そして第 3 号被保険者については、第 2 号被保険

者の被扶養配偶者（20 歳以上 60 歳未満）であること

が要件となっていますので、例えば結婚し、配偶者

として扶養されることになったときは、その日に被

保険者資格を取得します。 

詳細な規定は他にもありますので、これらについ

ては基礎編講義において説明することとします。 
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【被保険者の資格の喪失の時期】 

今度は資格の喪失の時期を見ていきます。まず、

第 1 号被保険者、第 2 号被保険者、第 3 号被保険者

に共通する資格の喪失時期は、死亡した日の翌日で

す。 

次に、第 1 号被保険者の資格の喪失時期について

見てみましょう。第 1 号被保険者は日本国内に住所

を有した日に資格を取得しますので、その反対に、

日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に資格を

喪失します。また、第 1 号被保険者は 20 歳以上 60

歳未満という年齢要件がありましたので、60 歳に達

した日に資格を喪失します。 

さらに、被用者年金各法の老齢給付等を受けるこ

とができる者でなくなった日に資格を取得しますの

で、その反対に、被用者年金各法の老齢給付等を受

けることができる者となったときは、その日に第 1

号被保険者の資格を喪失します。 

第 2 号被保険者は、被用者年金各法の被保険者等

の資格を喪失した日に資格を喪失します。厚生年金

保険や共済年金の被保険者の資格の喪失時期につい

ては、例えば、会社を辞めたときなどがありますが、

それぞれの関係法律で規定されています。 

最後に、第 3 号被保険者については、被扶養配偶

者でなくなったときはその翌日に、60 歳に達したと

きはその日に被保険者資格を喪失します。 

詳細な規定は、ほかにもありますので、基礎編講

義において説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

次の問題について正しいか誤っているかを考えてく

ださい。 

  

問題 1です。 

国民年金は、国民年金制度の目的を達成するため、

国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行

うものとする。 

  

正解はマルです。 

  

  

問題 2 です。 

第 1 号被保険者となるのは、日本国籍を有し、かつ、

日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者に

限られている。 

  

正解はバツです。 

第 1 号被保険者の資格取得において、「日本国籍」を

有することは要件とされていません。 
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【被保険者の種別の変更】 

被保険者資格の取得と喪失に関連したものとして、

被保険者の種別の変更についても見ておきます。第 1

号被保険者であった方が会社に勤めることになり第

2 号被保険者に該当することになったり、反対に第 2

号被保険者だった方が会社を辞めて第 1 号被保険者

に該当することになった場合など、第 1 号・第 2 号・

第 3 号の強制加入被保険者の範囲内での変更は、資

格の取得や喪失ではなく、種別の変更という概念に

なります。 

詳細な規定は基礎編講義で解説を行っていきます。 

 

 

【国民年金の被保険者期間の計算の原則】 

国民年金や厚生年金などの被保険者として資格を

取得してから喪失するまでの期間を被保険者期間と

いいます。この被保険者期間は、年金の受給資格や

年金額の計算の基礎となるもので、たいへん重要な

概念です。 

まず、被保険者期間は、日で計算すると煩雑にな

るため、月を単位として計算します。具体的には、

被保険者の資格を取得した日の属する月から、その

資格を喪失した日の属する月の前月までが被保険者

期間とされます。被保険者資格を取得した日の属す

る月にその資格を喪失した場合は、その月は 1 か月

として被保険者期間に算入します。 

次に、同一月内にいったん被保険者資格を喪失し

た後、さらに資格を取得したという場合の被保険者

期間は、前の被保険者期間と後の被保険者期間を合

算することになっています。 

そのほかの詳細な規定や具体的な例については、

基礎編講義で解説しています。 

 

 

【国民年金の届出】 

次に、国民年金に係る届出について見ていきます。

届出は、被保険者が自分の加入記録を正確に残すこ

とによって、正しく保険料を納め、そして老後に正

しい年金を受け取るために必要なものです。 

第 1 号被保険者が、市町村の国民年金担当窓口に

おいて、加入手続などの届出をしなければならない

タイミングとしては、資格取得、資格喪失、種別変

更などがあります。第 1 号被保険者は、14 日以内に

市町村の窓口にこれらの届出をすることとされてい

ます。 

これらの届出を受けた市町村（長）は、厚生労働

大臣に報告することとされています。具体的には、

権限の委任や事務の委託をされている日本年金機構

に対して届出があった内容の報告をします。 

第 2 号被保険者は、加入する厚生年金保険などの

被用者年金各法において事業主が手続きを行います。 
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【第３号被保険者の届出】 

また、第 3 号被保険者は、ご本人が第 2 号被保険

者の勤めている事業主を通じて年金事務所に届け出

ることになっています。ただし、第 3 号被保険者が

第 1 号被保険者に種別を変更する際には市町村に届

出が必要となりますので、この点はご注意ください。 

 

 

【国民年金の保険料】 

次に、第 1 号被保険者が負担する保険料について

見ていきましょう。 

第 1 号被保険者は年度ごとに定められた定額の保

険料を払います。国民年金保険料を納付することは

法律で義務付けられていて、保険料を納付しない場

合、日本年金機構により本人や配偶者、世帯主の銀

行口座等の差押えが実施されることがあります。国

民年金の保険料額は、毎年 1 月下旬に厚生労働省が

公表しています。 

なお、将来受給する年金額を増やしたい場合には、

通常の保険料とは別に月額 400 円を払うことで、将

来受け取る年金額をプラスさせることができる付加

保険料という制度があります。案内もれによるトラ

ブルが多い制度となりますので、業務支援ツールで

よく確認していただくようお願いします。 

 

 

 続いて、前納制度について見ていきましょう。 

前納制度とは、6 か月分から 2 年分の保険料を前払

いすることにより保険料が割り引かれる制度であり、

前納する期間に応じて割引額が設定されています。  

前納は、納付書で現金により前納する方法と口座

振替の方法があります。ただし、2 年前納は口座振替

のみとなりますのでご注意ください。 

また、早割制度といい、毎月の保険料を口座振替

により 1か月早く納付することで月額 50円（年間 600

円）の割引が適用されます。 

この前納制度は、被保険者の手続と経済的な利便

性を考慮して設けられているものであり、地域住民

の方が窓口で案内をしてほしいという要望の多い制

度の一つですので、窓口対応の際に留意が必要です。

具体的な内容は業務支援ツールでよく確認していた

だくようお願いします。 

なお、保険料は、全国の金融機関のほか、コンビ

ニエンスストアで納付書により現金納付することが

できます。このほか、口座振替やクレジットカード

での納付も行えます。 
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【保険料の免除制度】 

第 1 号被保険者の保険料は、一定額とされていま

すが、第 1 号被保険者の中には所得のない方、ある

いは所得の低い方もいます。保険料の納付に困難を

感じているような低所得者であっても、所得保障と

して老齢、障害や遺族などの年金が必要という観点

から、国民年金制度では、保険料の負担ができない

方へ免除、猶予制度を設けています。 

それでは、国民年金保険料の免除について見てい

きます。保険料の免除は大きく分けて法定免除、申

請免除と納付猶予があります。納付猶予はさらに、

学生納付特例と若年者納付猶予という制度に分かれ

ています。 

 

 

【保険料の法定免除】 

さらに詳しく見ていきましょう。法定免除は、被

保険者が法律に定める要件に該当し届け出すること

で、保険料が自動的に免除となる制度です。 

例えば、障害基礎年金の受給権者や生活保護法に

よる生活扶助を受ける方などは、法定免除の要件に

該当し、届出により保険料の納付が自動的に免除（要

件に該当した者は届出が必要）されます。 

 

【保険料の申請免除】 

申請免除は、第 1 号被保険者本人、世帯主および

配偶者のいずれもが、経済的理由や災害に罹災した

などの事由で保険料を納めることが困難な場合にお

いて、第 1 号被保険者本人が申請し承認を受けたと

きに、厚生労働大臣が指定する期間について、保険

料の全額または一部の納付義務が免除される制度で

す。 

この申請免除には、全額免除、4 分の 3 免除、半額

免除、および 4 分の 1 免除の 4 種類があります。 

申請免除の承認基準は 4 つあり、1 つ目は前年の所

得が一定の額以下のとき、2 つ目は、本人またはその

世帯の人が生活保護法による生活扶助以外の扶助を

受けているとき、3 つ目は地方税法に定める障がい者

または寡婦で前年の所得が一定の額以下のとき、4 つ

目は失業、天災その他の理由により保険料を納める

ことが著しく困難なとき、となっています。 

 

 

【保険料の学生納付特例】 

次に、学生納付特例について見ていきましょう。

日本に住所を有する方は、20 歳になると第 1 号被保

険者になります。しかし、一般に学生の方は保険料

を負担することが困難な状況にある場合が多いです。 

このため、国民年金では世帯主の所得にかかわら

ず、本人が申請し、一定の基準に該当し承認を受け
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れば、厚生労働大臣が指定した期間について保険料

の納付義務が猶予される、学生納付特例制度が設け

られています。 

この制度の特徴は、世帯主や配偶者の方の所得の

要件がないということです。したがって、親の所得

が高い場合であっても、学生本人の所得が一定額以

下などの要件に該当すれば、この特例の適用を受け

ることができるということになります。 

 

【保険料の若年者納付猶予】 

次は、学生納付特例と比較する形で若年者納付猶

予について見ていきましょう。 

若年者納付猶予制度は、30 歳未満の第 1 号被保険

者本人および配偶者のいずれもが、一定の基準に該

当するときに、本人が申請し承認を受ければ、厚生

労働大臣が指定した期間について保険料の納付義務

が猶予される制度です。 

若年者納付猶予制度の特徴は、申請者本人が 30 歳

未満であること、学生納付特例制度と同様に世帯主

の所得要件がないということです。申請者本人の所

得と配偶者の所得が一定額以下である場合に申請を

して認められると若年者納付猶予の適用を受けるこ

とができます。 

なお、現行の若年者納付猶予制度は若年者層を対

象としていますが、平成 28 年 7 月以降は、全年齢層

において非正規雇用者が増加している状況を踏まえ、

（若年者）納付猶予制度の対象年齢を 30 歳未満から

50 歳未満に拡大することとなっています。この納付

猶予制度は平成 37 年 6 月末までの時限措置とされて

います。 

保険料の免除や納付猶予において重要なことは、

被保険者が保険料を支払えない経済的な事情がある

場合に、その方が、これらの手続を行う必要がある

ということです。単に国民年金保険料を払いたくな

い、あるいは払えないからといって納付しないと、

未納となってしまい、障害や死亡のリスクに住民が

備えられないことになる場合があるため注意が必要

です。 

 

 

【保険料の追納】 

国民年金制度では、保険料の負担が困難な方でも

年金の受給要件を満たせるような制度が設けられて

いて、一定の承認基準に該当するときは、免除（ま

たは納付猶予）を受けることができることを説明し

ました。 

しかし、法定免除あるいは保険料の免除や納付猶

予を受けた期間は、将来的に老齢基礎年金を受給す

ることになった際、保険料を納付した場合よりも受

給額が低く計算されることになっています。 

そのため国民年金では、免除（または納付猶予）

を受けた方が、その後、経済的に余裕ができ保険料

を負担できるようになった場合に、後から納付する

ことができる追納制度が設けられています。 

追納の対象となる保険料は、追納が承認された日

の属する月前 10 年以内の期間に係る保険料です。 

なお、追納を希望する際には日本年金機構の年金

事務所に追納申込書を提出する必要があります。 
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【保険料の時効と後納制度】 

国が保険料を徴収することのできる権利は、保険

料の納付期限から 2 年を経過したときに時効によっ

て消滅することとなります。消滅時効完成以降は保

険料を徴収することができず、また、被保険者も保

険料を納付することができないこととなっています。 

一方で、保険料の納付期間が少ない場合、無年金

者、低年金者となる場合があります。これらを防止

するため、国民年金では、保険料を適切に納付して

いる被保険者との均衡に配慮しつつ、過去 10 年間に

ついて遡って納付できる後納制度が設けられていま

す。この後納制度を利用する場合は、本人が年金事

務所に申込を行います。なお、後納制度は平成 24 年

10月から平成 27年 9月末までの時限措置となってい

ますが、平成 27年 10月から平成 30年 9月末までは、

過去 5 年間の保険料を納付できる制度が時限措置と

して設けられることになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題１です。 

国民年金の被保険者期間の計算の単位として、正し

いものを次の中から選びなさい。  

ア･･･日    イ･･･月    ウ･･･年 

 

正解はイです。 

被保険者期間を計算する場合には、「月」によるもの

とされています。 

 

次の問題について正しいか誤っているかを考えてく

ださい。 

問題２です。 

追納とは、追納が承認された日の属する月前 10 年以

内の期間のうち、滞納していた月の保険料を納付す

ることができる制度である。 

  

正解はバツです。 

追納が認められるのは、「滞納」ではなく、保険料の

「免除・納付猶予」の対象となっていた月です。 


